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教員にとって
の著作権 
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児童生徒に対する教育として 

著作物の利用者として 
著作物の創作者として 

例外規定を活用して 

著作者の権利の尊重 
 
 
 

自分が著作者となる場合もある 
他人の作品を利用するときには了解を得る 

著作者の権利の尊重 
 
 
 

自分のものが利用されるときも、他人のもの
を利用するときも、契約 

特別な条件を満たす場合には、
許諾を得ずに利用できる 

 
 
 

「授業の過程での使用のための複製」 
「入試問題としての複製」 
「非営利・無料・無報酬の演奏等」 
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教育の目的であれば著作物のコピー
は構わないそうですが、ドリルやワー
クのコピーも同様に考えてよいです
か？ 

入試のためであれば、問題に著作物
を利用することは自由とききましたが、
入試問題を学校のホームページに載
せることも同様に考えてよいですか？ 

他人の著作物を利用して作成したプ
リント教材を自宅学習用に配付するこ
とは、教育目的のコピーと考えてよい
ですか？ 

教育活動でタブレットを活用すること
について、著作権に関する問題があ
りますか？ 

入試問題の二次利用で神社仏閣の
写真を利用する場合、著作権の問題
はあるのですか？ 

「コピペ」は著作権の観点から問題が
あるのですか？ 
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 「著作者の権利」とは （≒「著作物の利用」とは） 

4 4 

著作権（財産権） 

公表権 

氏名表示権 

同一性保持権 

複製権 

上演権・演奏権 

公衆送信権・
送信可能化権 

上映権 

頒布権 

譲渡権 

口述権 

展示権 

貸与権 

翻訳権・翻案権 

二次的著作物利用権 

著作者人格権 

これらの権利は著作物の創作と同時に発生（無方式主義） 
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著作権法第21条の読み方 

（
複
製
権
） 

 

第
二
十
一
条 

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
を
複
製
す
る
権
利

を
専
有
す
る
。 

 
 

（
著
作
物
の
利
用
の
許
諾
） 

第
六
十
三
条 

著
作
権
者
は
、
他
人
に
対
し
、
そ
の
著

作
物
の
利
用
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
許
諾
を
得
た
者
は
、
そ
の
許
諾
に
係
る
利

用
方
法
及
び
条
件
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
許
諾

に
係
る
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

複製、上演、
演奏、上映、
公衆送信、口
述など著作者
に排他的な権
利が認められ
た行為 

「許諾を得た者」
が「権利者」に
なるわけではな
い 
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著作権法第35条第1項の読み方 

（
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
に
お
け
る
複
製
等
） 
 

第
三
十
五
条 

学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
（
営
利
を
目
的
と

し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
教
育
を

担
任
す
る
者
及
び
授
業
を
受
け
る
者
は
、
そ
の
授
業
の
過
程

に
お
け
る
使
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、

必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
公
表
さ
れ
た
著
作
物

を
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
著
作
物
の
種

類
及
び
用
途
並
び
に
そ
の
複
製
の
部
数
及
び
態
様
に
照
ら
し

著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 
 
 

法的主体 

実際の行為の
主体 

目的 

許容範囲 

対象となる 
著作物 

歯止め規定 

許される行為 
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（
試
験
問
題
と
し
て
の
複
製
等
）  

第
三
十
六
条  

公
表
さ
れ
た
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
入
学
試
験

そ
の
他
人
の
学
識
技
能
に
関
す
る
試
験
又
は
検
定
の
目
的
上

必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
試
験
又
は
検
定

の
問
題
と
し
て
複
製
し
、
又
は
公
衆
送
信
（
放
送
又
は
有
線
放

送
を
除
き
、
自
動
公
衆
送
信
の
場
合
に
あ
つ
て
は
送
信
可
能

化
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
当
該
公
衆

送
信
の
態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る

こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。  

２  

営
利
を
目
的
と
し
て
前
項
の
複
製
又
は
公
衆
送
信
を
行

う
者
は
、
通
常
の
使
用
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
補
償
金
を

著
作
権
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

目的・その限度 

許される行為 

対象となる 
著作物 

歯止め規定 

法令上の債務 

著作権法第36条の読み方 
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 「著作者の権利」の例外（教育現場で活用できるもの） 

8 8 

利用態様 条件（誰が、どんな方法で） 関係条文 

教材の作成 公表された著作物、担任、授業の過程で使用、必要と認められる
範囲、複製 

35条1項 

レポートや発表資料の作成 公表された著作物、授業を受ける者、授業の過程で使用、必要と
認められる限度、複製 

35条1項 

音楽の演奏、劇（脚本）の上演 公表された著作物、非営利、無料、無報酬、演奏・上演 38条1項 

読書感想文での引用 公表された著作物、引用の目的上正当な範囲、公正な慣行に合
致、引用 

32条 

教材ビデオ等の上映 公表された著作物、非営利、無料、上映 38条1項 

教育番組の視聴 放送される著作物、非営利、無料、公の伝達 38条3項 

授業での外国語の教材の翻訳 教育機関における複製に伴う翻訳 43条 

朗読、読み聞かせ 公表された著作物、非営利、無料、無報酬、口述 38条1項 

図書の貸し出し 公表された著作物、非営利、無料、貸与 38条4項 

試験問題の作成 公表された著作物、試験の目的上必要と認められる限度、複製、
自動公衆送信 

36条1項 

同時遠隔授業での著作物の送信 双方で同時に行われる授業、授業の過程、自動公衆送信 35条2項 
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「例外規定」を正しく理解する
ことは重要 

しかし、それが「権利の尊重」
なのか？ 
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著作者の権利 

著作権 
（財産権） 

著作者 
人格権 

著作者 
著作物 

実演家 
レコード製作者 

放送事業者 
有線放送事業者 

利用者 

著作権制度の全体像 

保護期間 

著作物の利用に
関する許諾契約 

無断で利用した
場合には責任を
問われる 

要件を満たす場合
には許諾を得ずに
利用できる 

無方式
主義 
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無償で入手できる参考資料、教材 

【文化庁ホームページ】 
「著作権テキスト」、「教材」、「法改正の解説」等 
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index_4.html 

【「5分でできる著作権教育」】 
指導事例、虎の巻 
http://chosakuken.jp/ 

【公益社団法人著作権情報センター】 
パンフレット、コミック教材、貸出し用DVD、著作権教育実践事例紹介等 
http://www.cric.or.jp/ 
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